
保高発第０５１１００３号

平成２１年５月１１日

都道府県後期高齢者医療主管部（局）長 殿

厚生労働省保険局高齢者医療課長

後期高齢者医療事務の取扱いについて

健康保険法施行令等の一部を改正する政令（平成２１年政令第１３５号）等

により高齢者の医療の確保に関する法律施行令（平成１９年政令第３１８号）

等の改正が行われ、後期高齢者医療制度における特定疾患治療研究事業の対象

となる療養に係る高額療養費の支給の取扱いが改正されたところであるが、そ

の取扱いを含め、標記については、平成１８年６月２１日保発第０６２１００

１号「健康保険法等の一部を改正する法律等の施行について」によるほか、下

記の事項に留意するよう貴都道府県の後期高齢者医療広域連合（以下「広域連

合」という ）及び貴管内の市町村（特別区を含む。以下同じ ）に周知徹底を。 。

図り、その適正な取扱いを期されたい。

なお、本通知は平成２１年５月１日から施行することとし、本通知の施行に

伴い、平成２１年２月６日保高発第０２０６００２号「後期高齢者医療事務の

取扱いについて」は廃止する。

記

Ⅰ 備付帳簿等

第１ 広域連合において備える帳簿等は、次のとおりとする。

１ 被保険者台帳

２ 負担区分管理台帳

３ 被保険者証交付簿

４ 短期被保険者証交付簿

５ 被保険者資格証明書交付簿

６ 後期高齢者医療の特定疾病受療証、限度額適用・標準負担額減額認定証
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及び一部負担金減免等証明書交付簿（以下「減免等証明証等交付簿」とい

う ）。

７ 標準負担額差額支給台帳

８ 高額療養費支給台帳

９ 高額介護合算療養費支給台帳

１０ 損害賠償金、不正利得徴収金等記録票（以下「徴収金等記録票」とい

う ）。

１１ 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号。以下

「法」という ）による認定証明書交付簿（以下「認定証明書交付簿」と。

いう ）。

１２ 負担区分等証明書交付簿

Ⅱ 後期高齢者医療の申請及び届出の処理

第１ 障害認定の申請の処理

１ 規則第８条第１項に規定する障害認定の申請に係る申請書（以下「障害

認定申請書」という ）の提出を受けたときは、次により処理するものと。

する。

（１）その障害認定申請書の記載及びその添付書類等に補正できない程度の

不備があるときは、次により処理するものとする。

ア 障害認定申請書を返戻するものについては、返戻理由を記入した

文書を作成の上、申請者に返戻すること。

イ 障害認定申請書を保留するものについては、保留理由を記入した

文書を作成の上、申請者に通知すること。

（２ （１）によって返戻したものが補正されて再提出されたとき、又は保）

留の理由がなくなったときは、次により処理するものとする。

ア 障害認定申請書を返戻したものについては、補正されているかど

うかを点検すること。

イ 障害認定申請書を保留したものについては、提出された添付書類

等について点検すること。

２ 障害認定申請書の記載事項については、次により審査するものとする。

（１）障害認定申請書の記載事項を、添付書類等及び住民基本台帳等の現有

公簿その他これに準ずる書類によって確認すること。

（２ （１）によって確認できない事項があるとき、又は申請に係る事実を）

明確にするため特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。

３ １及び２により点検、審査等を行った結果、６５歳以上７５歳未満の者

であって、令別表で定める程度の障害の状態（以下「令で定める障害の状



態」という ）にあることを認定したときは、次により処理するものとす。

る。

（１）被保険者台帳を作成すること。

（２）負担区分管理台帳を作成すること。

（３）被保険者証を作成すること。

（４）被保険者証交付簿に所要事項を記入すること。

４ １及び２により点検、審査等を行った結果、令で定める障害の状態にな

いことを確認したときは、次により処理するものとする。

（１）障害認定申請書に却下年月日等を記載すること。

（２）認定申請却下通知書を作成し、申請者に通知すること。

第２ 資格取得の届出等の処理

１ 規則第１０条又は第１１条に規定する被保険者の資格取得の届出に係る

届出書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

（１）第１の１及び２の例により点検、審査を行うこと。

（２ （１）により点検、審査等を行った結果、被保険者（７５歳以上の者）

及び６５歳以上７５歳未満の者であって、令で定める障害の状態にあ

ることにつき法第５０条第２号の規定による認定を受けているものを

いう。以下同じ ）であることを確認したときは、第１の３の例により。

処理すること。

（３ （１）により点検、審査等を行った結果、被保険者でないことを確認）

したときは、その旨を被保険者資格取得届書に記載するとともに、届

出人に通知すること。

第３ 氏名変更等の届出の処理

１ 規則第２２条に規定する氏名変更の届出、規則第２３条に規定する住所

変更の届出又は規則第２４条に規定する世帯変更の届出に係る届出書の提

出を受けたときは、次により処理するものとする。

（１）第１の１及び２の例により点検、審査等を行うこと。

（２ （１）により点検、審査等を行った結果、届出に係る事実を確認した）

ときは、次により処理するものとする。

ア 被保険者台帳に所要事項を記入すること。

イ 負担区分管理台帳に所要事項を記入すること。

ウ 被保険者証交付簿（その届出が特定疾病受療証又は限度額適用・

標準負担額減額認定証を交付されている者に係るものである場合にあ

っては、被保険者証交付簿及び減額等証明書等交付簿）の氏名欄、住



所地欄又は世帯主欄を修正すること。

エ 一部負担金の割合を修正する必要がないと認められる場合は、被

保険者証（その届出が特定疾病受療証又は限度額適用・標準負担額減

額認定証を交付されている者に係るものである場合にあっては、被保

険者証及び特定疾病受療証又は限度額適用・標準負担額減額認定証）

、 、を提出させ 氏名欄又は住所地欄の変更前の氏名又は住所地を抹消し

変更後の氏名又は住所地を記載した上発行機関印を押して返却するこ

と。

オ 一部負担金の割合を修正する必要があると認められる場合は、第

１の３の例により処理するとともに、被保険者証を提出させ、これを

回収するか又は無効の表示を行った上返却すること。

第４ 障害状態不該当の旨の届出の処理

１ 規則第２５条に規定する障害状態不該当の届出に係る届出書の提出を受

けたときは、次により処理するものとする。

（１）第１の１及び２の例により点検、審査等を行うこと。

（２ （１）により点検、審査等を行った結果、届出に係る事実を確認した）

ときは、次により処理するものとする。

ア 被保険者台帳に所要事項を記入した上、これを削除し別に保管する

こと。

イ 負担区分管理台帳に所要事項を記入した上、これを削除し別に保管

すること。

ウ 被保険者証交付簿（その届出が特定疾病受療証又は限度額適用・標

準負担額減額認定証を交付されている者に係るものである場合にあっ

ては、被保険者証交付簿及び減免等証明書等交付簿）から削除するこ

と。

エ 被保険者証（その届出が特定疾病受療証又は限度額適用・標準負担

額減額認定証を交付されている者に係るものである場合にあっては、

被保険者証及び特定疾病受療証又は限度額適用・標準負担額減額認定

証）を提出させ、これを回収するか又は無効の表示を行った上返却す

ること。

オ 被保険者資格喪失届書に被保険者資格の喪失年月日を記載するこ

と。

第５ 資格喪失の届出並びに認定証明書及び負担区分等証明書の交付申請の処

理



１ 規則第２６条に規定する資格喪失の届出に係る届出書の提出を受けたと

きは、次により処理するものとする。

（１）第１の１及び２の例により点検、審査等を行うこと。

（２ （１）により点検、審査等を行った結果、届出に係る事実を確認した）

ときは、第４の１の（２）の例により処理すること。

２ 他の広域連合への転出による資格喪失に伴い１の（２）の処理を行うに

際して、届出人から認定証明書交付申請書の提出を受けたときは、認定証

明書を交付するとともに、その旨を認定証明書交付簿に記入するものとす

る。

３ 他の広域連合への転出による資格喪失に伴い１の（２）の処理を行うに

際して、届出人から負担区分等証明書交付申請書の提出を受けたときは、

次により処理するものとする。

（１）負担区分管理台帳により、転出する被保険者及びその者と同一の世帯

に転出する世帯主及びすべての世帯員の現役並み所得区分を確認する。

（２）第８の１の（３）による認定を受けている場合には、負担区分管理台

帳により、被保険者及びその者と同一の世帯に転出する世帯主及びすべ

ての世帯員の現役並み所得区分及び低所得区分を確認すること。

（３）負担区分等証明書に（１）及び（２）において認定した区分等を記入

し交付するとともに、負担区分等証明書交付簿に所要事項を記入するこ

と。

第６ 負担区分変更の場合の処理

１ 被保険者について毎年定期的に負担区分の判定を行い、若しくは法第５

０条第２号に規定する障害認定の申請による認定を行い、又は規則第１０

条及び第１１条に規定する資格取得の届出等、規則第２２条に規定する氏

名変更の届出、規則第２３条に規定する住所変更の届出、規則第２５条に

規定する障害状態不該当の届出、規則第２６条に規定する資格喪失の届出

に係る届出書の提出を受け、一部負担金の割合を修正する必要があると認

めるときは、次により処理するものとする。

（１）被保険者台帳に所要事項を記入すること。

（２）負担区分管理台帳に所要事項を記入すること。

（３）新たな一部負担金の割合を表記した被保険者証を作成すること。

（４）被保険者証交付簿に所要事項を記入すること。

（５）被保険者証を被保険者証等交付通知書に添えて交付するとともに、す

でに交付している被保険者証を提出させ、これを回収するか又は無効の

表示を行った上返却すること。



第７ 特定疾患給付対象療養に係る認定の取扱い

１ 規則第６１条の２第１項に規定する申出を、都道府県を経由して連絡票

Ａ又はＢにより受けたときは、次により処理するものとする。

（１）第１の１及び２の例により点検、審査等を行うこと。ただし、当該申

出に係る連絡票Ａ又はＢの返戻又は保留理由の通知は都道府県を経由し

て行うこと。

（２ （１）により点検、審査等を行った結果、当該申出を行った被保険者）

に係る令第１５条第１項各号に掲げる者の区分（以下「所得区分」とい

う ）を認定したときは、次により処理するものとする。。

ア 特定疾患給付対象療養認定被保険者台帳に所要事項を記入するこ

と。

イ 当該申出が連絡票Ａにより行われた場合は、当該連絡票Ａに認定し

た所得区分を記入すること。

ウ 連絡票Ａ又はＢの写しを作成した上で、原本を都道府県に送付し、

都道府県を経由して認定した被保険者に対し当該者が該当する所得区

分を通知すること。

２ 規則第６１条の２第４項に規定する同項第２号に該当する旨の申出を都

道府県を経由して行ったときは、次により処理するものとする。

（１）第１の１及び２の例により点検、審査等を行うこと。ただし、当該申

出に係る書類等の返戻又は保留理由の通知は都道府県を経由して行うこ

と。

（２ （１）により点検、審査等を行った結果、申出の事実を確認したとき）

は、次により処理するものとする。

ア 特定疾患給付対象療養認定被保険者台帳に所要事項を記入するこ

と。

イ 当該被保険者については、その後に所得区分の変更があっても、次

の３に規定する被保険者に対する通知は不要となること。

３ 規則６１条の２第６項に規定する被保険者の所得区分の変更に係る当該

被保険者に対する変更後の所得区分の通知は次により処理するものとす

る。

ア 所得区分変更連絡票に変更後の所得区分を記入すること。

イ アにより変更後の所得区分を記入した所得区分変更連絡票を都道府県

に送付し、都道府県を経由して当該被保険者に対し変更後の所得区分を

通知すること。



第８ 特定疾病認定申請の取扱い

１ 規則第６２条第１項に規定する申請に係る申請書（以下「特定疾病認定

」 。） 、 。申請書 という の提出を受けたときは 次により処理するものとする

（１）第１の１及び２の例により点検、審査等を行うこと。

（２ （１）により点検、審査等を行った結果、令第１４条第６項に規定す）

（ 「 」 。）る厚生労働大臣が定める疾病 以下この条において 特定疾病 という

にかかっていることを認定したときは、次により処理するものとする。

ア 被保険者台帳に所要事項を記入すること。

イ 特定疾病受療証を作成すること。

ウ 減免証明書等交付簿に所要事項を記入すること。

エ 特定疾病受療証を被保険者証等交付通知書に添えて交付すること。

（３ （１）により点検、審査等を行った結果、特定疾病にかかっていない）

ことを確認したときは、次により処理するものとする。

ア 特定疾病認定申請書に却下年月日等を記載すること。

イ 認定申請却下通知書を作成し、申請者に通知すること。

第９ 限度額適用・標準負担額減額認定申請の取扱い

１ 規則第６７条第１項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定の申請

（ 「 」 。）に係る申請書 以下 限度額適用・標準負担額減額認定申請書 という

の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

（１）第１の１及び２の例により点検、審査等を行うこと。

（２）令第１６条第１項第１号ハ又はニの療養の給付を受ける者の属する世

帯の世帯主及びすべての世帯員について、添付書類及び現有公簿その他

のこれに準ずる書類をもとに、申請者等により事実関係を確認した上で

判定すること。

（３ （１）及び（２）により点検、審査等を行った結果、令第１６条第１）

項第１号ハ又はニに規定する事由に該当することを認定したときは、次

により処理するものとする。

ア 被保険者台帳に所要事項を記入すること。

イ 負担区分管理台帳に所要事項を記入すること。

ウ 限度額適用・標準負担額減額認定証を作成すること。

エ 減免証明書等交付簿に所要事項を記入すること。

オ 限度額適用・標準負担額減額認定証を被保険者証等交付通知書に添

えて交付すること。

（４ （１）及び（２）により点検、審査等を行った結果、令第１６条第１）

項第１号ハ又はニに規定する事由に該当しないことを確認したときは、



次により処理すること。

ア 限度額適用・標準負担額減額認定申請書に却下年月日等を記載する

こと。

イ 認定申請却下通知書を作成し、申請者に通知すること。

第１０ 基準収入額適用申請の取扱い

１ 規則第３２条に規定する基準収入額適用の申請に係る申請書の提出を受

けたときは、次により処理する。

（１）第１の１及び２の例により点検、審査等を行うこと。

（２）添付書類等及び現有公簿その他これに準ずる書類をもとに、申請者等

より事実関係を確認した上で判定すること。ただし、収入の額を証明で

きる書類が存在せず、かつ、収入の額を証明する書類の発行を受けるこ

とができない収入については、この限りでないこと。

（３ （１）及び（２）により点検、審査等を行った結果、令第７条第３項）

に規定する事由に該当することを確認したときは、第１の３の例により

処理すること。

（４ （１）及び（２）により点検、審査等を行った結果、令第７条第３項）

に規定する事由に該当しないことを確認したときは、次により処理する

ものとする。

ア 負担区分管理台帳に所要事項を記載すること。

イ 認定申請却下通知書を作成し、申請者に通知すること。

第１１ 療養費の支給申請の取扱い

１ 規則第４７条第１項に規定する療養費の支給申請に係る申請書 以下 療（ 「

養費支給申請書」という ）の提出を受けたときは、次により処理するも。

のとする。

（１）第１の１及び２の例により点検、審査等を行うこと。

（２ （１）により点検、審査等を行った結果、被保険者であって、療養費）

の支給の必要があると認めたときは、その額を決定するとともに療養費

支給決定通知書を作成し、申請者に通知すること。

（３ （１）により点検、審査等を行った結果、被保険者でないとき又は療）

、 。養費の支給の必要が認められないときは 次により処理するものとする

ア 療養費支給申請却下通知書を作成し、申請者に通知すること。

イ 療養費支給申請書に却下年月日等を記載すること。

第１２ 標準負担額差額の支給申請の取扱い



１ 規則第３７条又は第４２条に規定する標準負担額差額の支給申請に係る

申請書（以下「標準負担額差額支給申請書」という ）の提出を受けたと。

きは、次により処理するものとする。

（１）第１の１及び２の例により点検、審査等を行うこと。

（２ （１）による点検、審査等を行った結果、被保険者であって、標準負）

担額差額の支給の必要があると認めたときは、次により処理するものと

する。

ア 支給すべき額を決定すること。

イ 標準負担額差額支給台帳に所要事項を記入すること。

ウ 標準負担額差額支給決定通知書を作成し、申請者に通知すること。

エ 標準負担額差額支給申請書の広域連合処理欄に支給年月日等所要事

項を記入すること。

（３ （１）により点検、審査等を行った結果、被保険者でないとき又は標）

準負担額差額の支給の必要が認められないときは、次により処理するも

のとする。

ア 標準負担額差額支給台帳に所要事項を記入すること。

イ 標準負担額差額支給申請却下通知書を作成し、申請者に通知するこ

と。

ウ 標準負担額差額支給申請書の広域連合処理欄に却下年月日等所要事

項を記入すること。

第１３ 移送費の支給申請の取扱い

１ 規則第６０条第１項に規定する移送費の支給申請に係る申請書 以下 移（ 「

送費支給申請書」という ）の提出を受けたときは、次により処理するも。

のとする。

（１）第１の１及び２の例により点検、審査等を行うこと。

（２ （１）により点検、審査等を行った結果、被保険者であって、移送費）

の支給の必要があると認めたときは、その額を決定するとともに移送費

支給決定通知書を作成し、申請者に通知すること。

（３ （１）により点検、審査等を行った結果、被保険者でないとき又は移）

、 。送費の支給の必要が認められないときは 次により処理するものとする

ア 移送費支給申請却下通知書を作成し、申請者に通知すること。

イ 移送費支給申請書に却下年月日等を記載すること。

第１４ 高額療養費の支給申請の取扱い

１ 規則第７０条第１項に規定する高額療養費の支給申請に係る申請書（以



下「高額療養費支給申請書」という ）の提出を受けたときは、次により。

処理するものとする。

（１）第１の１及び２の例により点検、審査等を行うこと。

（２ （１）により点検、審査等を行った結果、被保険者であって、高額療）

、 。養費の支給の必要があると認めたときは 次により処理するものとする

ア 支給すべき額を決定すること。

イ 高額療養費支給台帳に所要事項を記入すること。

ウ 高額療養費支給決定通知書を作成し、申請者に通知すること。

（３ （１）により点検、審査等を行った結果、被保険者でないとき又は高）

額療養費の支給の必要が認められないときは、次により処理するものと

する。

ア 高額療養費支給申請却下通知書を作成し、申請者に通知すること。

イ 高額療養費支給申請書に却下年月日等を記載すること。

第１５ 高額介護合算療養費の支給申請等の取扱い

１ 規則第７１条の９に規定する高額介護合算療養費の支給の申請に係る申

請書（以下この（３）において「高額介護合算療養費等支給申請書兼自己

負担額証明書交付申請書」という ）及び令第１６条の２第１項第２号か。

ら第５号までに掲げる額に関する証明書（以下「自己負担額証明書」とい

う ）の提出を受けたときは、次により処理するものとする。。

（１）第１の１及び２の例により点検、審査等を行うこと。

（２ （１）により点検、審査等を行った結果、被保険者であって、高額介）

護合算療養費の支給の必要があると認めたときは、次により処理するも

のとする。

ア 支給すべき額を決定すること。

イ 高額介護合算療養費支給台帳に所要事項を記入すること。

ウ 高額介護合算療養費等支給額計算結果連絡票に所要事項を記入し、

自己負担額証明書を交付した関係保険者（他の広域連合を含む ）へ連。

絡すること。

エ 高額介護合算療養費支給決定通知書を作成し、申請者に通知するこ

と。

（３ （１）により点検、審査等を行った結果、被保険者でないとき又は高）

額介護合算療養費の支給の必要が認められないときは、次により処理す

るものとする。

ア 高額介護合算療養費等不支給決定通知書を作成し、申請者へ通知す

ること。



イ 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書に

不支給決定年月日等を記載すること。

２ 規則第７１条の１０に規定する高額介護合算療養費の支給及び証明書の

交付の申請に係る申請書（以下この（３）において「高額介護合算療養費

等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」という ）の提出を受けた。

ときは、次により処理するものとする。

（１）第１の１及び２の例により点検、審査等を行うこと。

（２ （１）により点検、審査等を行った結果、被保険者であって、高額介）

護合算療養費の支給及び証明書の交付の必要があると認めたときは、次

により処理するものとする。

ア 令第１６条の２第１項第１号に規定する合算額に関する証明書（以

下「後期高齢者医療自己負担額証明書」という ）を作成し、申請者へ。

通知すること。

イ 関係保険者（他の広域連合を含む ）から高額介護合算療養費等支。

給額計算結果連絡票による連絡を受けたときは、高額介護合算療養費

支給台帳に所要事項を記入すること。

ウ 高額介護合算療養費支給決定通知書を作成し、申請者へ通知するこ

と。

（３ （１）により点検、審査等を行った結果、被保険者でないとき又は高）

額介護合算療養費の支給及び証明書交付の必要が認められないときは、

次により処理すること。

ア 高額介護合算療養費不支給決定通知書を作成し、申請者へ通知する

こと。

イ 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書に

不支給決定年月日等を記載すること。

第１６ 被保険者証等の再交付申請の取扱い

１ 規則第１９条第１項に規定する被保険者証の再交付、特定疾病受療証又

は限度額適用・標準負担額減額認定証（以下この条において「被保険者証

等」という ）の再交付の申請に係る申請書の提出を受けたときは、次に。

より処理するものとする。

（１）すでに被保険者証等を交付していること及び再交付を行うことがやむ

を得ない理由によるものであることを確認すること。

（２）被保険者台帳に所要事項を記入すること。

（３）被保険者証等を作成し、法による被保険者証等再交付通知書に添えて

再交付すること。



（４）被保険者証交付簿又は減免等証明書等交付簿に所要事項を記入するこ

と。

２ １の規定により再交付した後に被保険者証等が発見されたときは、これ

を直ちに返還させるものとする。

Ⅲ その他

第１ 受付年月日の記載

申請書又は届書の提出を受けたときは、当該申請書又は届書に受付年月

日を記載するものとする。

第２ 届出がない場合の処理

１ Ⅱの第２又は第３の届出がない場合においても住民基本台帳等の現有公

簿その他これに準ずる書類によって届け出られるべき事項を確認できたと

きは、Ⅱの第１の３の例により処理するものとする。

２ Ⅱの第４又は第５の届出がない場合においても住民基本台帳等の現有公

簿その他これに準ずる書類によって届け出られるべき事項を確認できたと

きは、Ⅱの４の１の（２）の例により処理するものとする。

第３ 文書の取扱い

１ 申請者又は届出人に対する通知、照会等の文書を作成する場合は、なる

べく平易な文体を用い、必要があるときには、ふりがなをつけ、又は注釈

を加える等適宜な方法を講じて記載内容を容易に了解させるよう努めるも

のとする。

２ 申請者、届出人その他の関係者から提出された申請書又は届書等の記載

事項に軽微かつ明白な誤りがある場合において、これを容易に補正できる

ものであるときは、当該職員が適宜その誤りを補正して受理するよう努め

るものとする。

第４ 各種帳簿、申請書及び証明書等の様式について

、 、 、１ 後期高齢者医療における各種帳簿 申請書 証明書等の様式については

（ 「 」 。）後期高齢者医療広域連合電算処理システム 以下 標準システム という

における様式等を参考に広域連合で定めるものとして差し支えない。

なお、Ⅱの第７の連絡票Ａ、連絡票Ｂ及び所得区分変更連絡票並びに第

１５の後期高齢者医療自己負担額証明書及び高額介護合算療養費等支給額

計算連絡票については、標準システムにおける様式を用いること。

ただし、Ⅱの第７の連絡票Ａ及びＢについては、当分の間、別添の様式

を用いること。


